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関東・東北豪雨の際に、災害対策本
部を設置した庁舎が水没してしまっ

た自治体がありました。古河市も同様の事態
に遭遇した場合、どのように対応するのか。

災害が発生した場合、市役所総和庁
舎に災害対策本部を設置することと

しています。仮に総和庁舎が使用不可になっ
た場合は、市役所三和庁舎に災害対策本部を
設置することとしています。

平成27年4月に配布した洪水ハ
ザードマップは、国土交通省が作成

した浸水予想区域図に基づき、利根川・渡良
瀬川が氾

はん

濫
らん

した場合に予想される浸水区域や
深さを示したものです。今回の豪雨災害の被
害を踏まえて、道路冠水情報等を示した「洪
水・道路冠水ハザードマップ」を作成・配布
する予定です。

　　　　防災行政無線がよく
　　　　聞こえなかった。対
応策を検討してもらいたい。

防災行政無線がよく聞こえないこと
については、今後検証して対応策を

検討していきます。まず、来年度から防災行
政無線を聞き逃した場合に無料で通報内容を
確認できる電話自動応答装置や、聞き取りや
すい音声放送システムの運用を開始します。

　　　　避難勧告・指示はどのように市民に
　　　　周知したのか。もっと広い範囲での
周知が必要ではないか。

避難勧告・指示については利根川・
渡良瀬川沿いの防災行政無線、市公

式ホームページ、消防署・消防団・市による
広報車での広報、携帯電話による緊急速報
メール、行政自治会連絡網で周知しました。
周知不十分とのご指摘を踏まえ、今後さらに
検討します。

　今年度のタウンミーティングで市民の皆さんから多く寄せられた関東・東北豪雨に関
連する質問について、主な質問と回答をお知らせします。
　その他、市政全般に寄せられた質問と回答は、市公式ホームページに掲載しています。

　　　　ハザードマップには
　　　　冠

かん

水
すい

する場所は明記
されているが、今回の豪雨災
害を受けて、冠水した際にど
こが通れるのか明記してもら
いたい。
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